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老人クラブでは、会員の話し合いによって、それぞれの地域ごとに多種多様な活動を

行っています。これらの活動を分類すると「生活を豊かにする楽しい活動」と「地域を

豊かにする社会活動」に大別されますが、実際には、別々に行われているわけではなく、

相互に関わりをもちながら総合的に取り組まれています。 

それぞれの活動がどちらか一方に偏ることのないように、バランスのとれた取り組み

を進めることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり 

シニア・スポーツ 

ねたきりゼロ運動、健

康学習、クラブ体操、

ウォーキング、各種シ

ニア・スポーツなど 

趣味 

文化 

レクリエーション 

趣味・文化・芸能など

のサークル活動、旅行

など 

学習活動 

リーダー研修 

各種学習講座の開催、

老人クラブ活動のリー

ダー研修の開催など 

友愛訪問 

ボランティア活動 

社会奉仕の日 

在宅福祉を支える友愛

活動、地域のボランテ

ィア活動、社会奉仕の

日の活動など 

伝承活動 

世代交流 

地域の文化・伝統芸能・

民芸・手工芸・郷土史・

生活記録等の伝承活

動、子どもや青壮年な

どとの交流活動など 

作業・生産 

環境美化・リサイ

クル 

農作物や花の栽培、植

林、手工芸品の製作、

公園や公共施設の環境

整備や運営管理、リサ

イクルなど 

提言・提案 

生活調査・点検（モニ

ター）活動、関係機関

への提案など 

老人クラブ活動の全体像 

  

  

  
生活を豊かにする 

楽しい活動 
地域を豊かにする 

社会活動 

老 人 ク ラ ブ の 活 動 
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全国三大運動（健康・友愛・奉仕）と「老人の日・老人週間」の取り組み 

 
 老人クラブでは、全国的に次の運動に取り組むこととしています。 

 

【全国三大運動】 

 老人クラブでは、発足当初からそれぞれの地域において、高齢者の健康保持・増進、

相互の支え合い、住みよい地域づくりなどに取り組んできました。これらの取り組みを

組織的に推進しようと呼びかけたのが「健康」「友愛」「奉仕」の全国三大運動です。 

 これまでは個々の運動要綱に基づいて活動を展開してきましたが、長年にわたる取り

組みをとおして運動が定着したことに鑑み、平成 26 年度からは要綱を一本化して活動

を推進しています。 

 

 

【「老人の日・老人週間」の取り組み】 

 平成 15年から、それまで 9月 15日と定められていた「敬老の日」は、9月の第 3月

曜日となりました。老人クラブでは、この法案成立の過程で、国民自らが築きあげてき

た、いわば我が国の老人福祉の記念日ともいえる 9 月 15 日を残そうと関係各方面に働

き掛け、その結果、老人福祉法が改正され、平成 14年から新たに 9月 15日が「老人の

日」、同日から 1週間が「老人週間」となりました。 

 「老人の日・老人週間」の取り組みは、この制定を記念してスタートした運動で、“仲

間と集い、高齢者の元気な姿を示そう！”をスローガンに掲げ、9月 15日を中心に老人

週間の期間中、「健康」「友愛」「奉仕」の全国三大運動を積極的に展開し、高齢者の行動

姿勢を広くＰＲしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


